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船橋市社会福祉審議会運営要綱  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、船橋市社会福祉審議会条例（平成１４年条例第５６号。以

下「条例」という。）第６条に規定する船橋市社会福祉審議会（以下「審議会」

という。）の運営に関し必要な事項を定める。また、審議会に置く専門分科会

（社会福祉法第１１条第１項に規定する民生委員審査専門分科会及び身体障

害者福祉専門分科会並びに条例第２条に規定する児童福祉専門分科会）の運営

に関し必要な事項を定める。  

（民生委員審査専門分科会）  

第２条  この条においては、民生委員審査専門分科会の運営に関し必要な事項を

定める。 

２  専門分科会に属すべき委員は、社会福祉法施行令（以下「令」という。）

第２条第１項の規定に基づき、委員長が指名する。  

３  専門分科会に専門分科会長を置き、委員の互選によってこれを定める。  

４  民生委員審査専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。  

５  専門分科会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務

を代理する。  

６ 専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とする。  

（身体障害者福祉専門分科会、児童福祉専門分科会）  

第３条 この条においては、身体障害者福祉専門分科会及び児童福祉専門分科会

の運営に関し必要な事項を定める。  

２ 専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。  

３  専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時

委員の互選によってこれを定める。  

４  専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。  

５  専門分科会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務

を代理する。  

６ 専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とする。ただし、重要又は

異例な事項についてはこの限りでない。  

（専門分科会の議事）  

第４条  民生委員審査専門分科会、身体障害者福祉専門分科会及び児童福祉専
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門分科会（以下「専門分科会」という。）の招集、議事の定足数及び表決数

については、審議会の例による。  

２  専門分科会が審議する事項は、別表第１に定める。  

（部会）  

第５条 令第３条第１項に規定する審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、令

第３条第２項の規定に基づき、委員長が指名する。  

２  前項に定める部会の審議事項は別表第２に定める。  

３  部会に部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれを

定める。  

４  部会長は、その部会の事務を掌理する。  

５  部会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員がそ

の職務を代理する。  

（部会の議事）  

第６条 審議会は、身体障害者の障害程度、医師の指定及び取消並びに自立支

援医療（育成医療及び更生医療に限る。）に係る医療機関の指定、取消及び

指定の効力の停止に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもって、

審議会の決議とする。  

２  部会の招集、議事の定足数及び表決数については、審議会の例による。  

（委任）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員

長が審議会に諮って定める。  

附  則  

この要綱は、平成１５年５月２３日から施行する。  

   附 則  

この要綱は、平成２１年２月１７日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２５年４月 １日から施行する。  

附 則  

 （施行期日）  

１ この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律（平成２４年法律第６６号）の施行の日から
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施行する。ただし、別表第２の改正規定及び次項の規定は、平成２５年９月１

日から施行する。  

（準備行為）  

２  改正後の別表第１に規定する幼保連携型認定こども園の設置の認可その他

幼保連携型認定こども園に関する事項の調査審議については、同表の規定の例

により、この要綱の施行前においても、行うことができる。  

   附 則  

 この要綱中別表第１児童福祉専門分科会の項の改正規定（「母子家庭」を「母

子家庭等」に改める部分、「母子及び寡婦福祉法第７条」を「母子及び父子並び

に寡婦福祉法第７条」に改める部分、「・届出をしていない又は認可を受けてい

ない児童福祉施設へ事業の停止又は施設の閉鎖を命ずる場合の意見（児童福祉法

第５９条第５項）」の次に「・自立促進計画を策定し、又は変更しようとする場

合の意見（母子及び父子並びに寡婦福祉法第１２条第３項）」を加える部分、「母

子福祉資金貸付金」の次に「、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金」を

加える部分及び「母子及び寡婦福祉法施行令」を「母子及び父子並びに寡婦福祉

法施行令第１３条並びに同令第３１条の７及び第３８条において準用する同令」

に改める部分に限る。）は平成２７年２月５日から、その他の規定は平成２７年

４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２９年８月２５日から施行する。  
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別表第１ 

各専門分科会の審議事項 

 

分科会名 基本的な審議事項 法令が特に審議を求めている事項 

民 生 委 員

審 査 専 門

分科会 

民生委員の適否の審査

に関する事項  

(社会福祉法第１１条

第１項) 

・民生委員推薦会の推薦者に対する意見 (民生

委員法第５条第２項) 

・民生委員推薦会の推薦者が民生委員として

適当でないと認めることへの意見（民生委員

法第７条第１項）  

・民生委員推薦会が再推薦しない場合に市長

が適当と認める者を定め推薦する際の意見

(民生委員法第７条第２項) 

・民生委員の解嘱を厚生労働大臣に具申をす

ることへの同意(民生委員法第１１条第２項) 

・民生委員の解嘱について社会福祉審議会が

審査をする際の本人への事前通告 (民生委員

法第１２条第１項) 

・解嘱の事前通告を受けた民生委員が社会福

祉審議会に対し意見を述べることの受諾 (民

生委員法第１２条第２項) 

身 体 障 害

者 福 祉 専

門分科会 

身体障害者の福祉に関

する事項 

(社会福祉法第１１条

第１項) 

 

児 童 福 祉

専 門 分 科

会 

児童福祉に関する事項  

(社会福祉法第１２条

第１項) 

児童、妊産婦及び知的

障害者の福祉に関する

事項 

(児童福祉法第８条第

・児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸

能、出版物、がん具、遊戯等の推薦又はそれ

らを製作し、興行し、若しくは販売する者等

に対する必要な勧告 (児童福祉法第８条第７

項) 

・放課後児童健全育成事業を行う者に対し、

設備運営基準を超えてその設備及び運営を向
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２項) 

母子家庭等の福祉に関

する事項 

(母子及び父子並びに

寡婦福祉法第７条) 

母子保健に関する事項  

(母子保健法第７条) 

幼保連携型認定こども

園に関する事項  

（就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律（以下「認定こど

も園法」という。）第２

５条及び条例第２条第

２号） 

上させるよう市長が勧告する場合の意見 (船

橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例第４条第１項 ) 

・家庭的保育事業等の認可をする場合の意見

（児童福祉法第３４条の１５第４項）  

・家庭的保育事業等を行う者に対し、設備運

営基準を超えてその設備及び運営を向上させ

るよう市長が勧告する場合の意見 (船橋市家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例第４条第１項) 

・保育所の設置の認可をする場合の意見（児童

福祉法第３５条第６項） 

・設備又は運営が最低基準に達せず、かつ、

児童福祉に著しく有害であると認められる特

定児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設

及び保育所 )の設置者への事業停止命令を行

う場合の意見 (児童福祉法第４６条第４項) 

・特定児童福祉施設(助産施設、母子生活支援

施設及び保育所)に対し、設備運営基準を超え

てその設備及び運営を向上させるよう市長が

勧告する場合の意見 (船橋市児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準を定める条例第４

条第１項) 

・届出をしていない又は認可を受けていない

児童福祉施設へ事業の停止又は施設の閉鎖を

命ずる場合の意見 (児童福祉法第５９条第５

項) 

・自立促進計画を策定し、又は変更しようと

する場合の意見（母子及び父子並びに寡婦福

祉法第１２条第３項）  

・母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金
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及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けを市がやめ

る場合の意見 (母子及び父子並びに寡婦福祉

法施行令第１３条並びに同令第３１条の７及

び第３８条において準用する同令第１３条 )   

・幼保連携型認定こども園の設置又は廃止等の

認可をする場合の意見（認定こども園法第１７

条第３項）  

・幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施

設の閉鎖を命ずる場合の意見（認定こども園法

第２１条第２項）  

・幼保連携型認定こども園の認可の取消しをす

る場合の意見（認定こども園法第２２条第２

項） 

・幼保連携型認定こども園に対し、設備運営

基準を超えてその設備及び運営を向上させる

よう市長が勧告する場合の意見 (船橋市幼保

連携型認定こども園の学級の編制、職員、設

備及び運営に関する基準を定める条例第４条

第１項) 
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別表第２  

身体障害者福祉専門分科会審査部会の審査事項  

 

区分 審議事項 

身体障害者の障害程

度に関する事項 

・身体障害者手帳の交付申請があった場合において、その

障害が身体障害者福祉法別表に掲げるものに該当しないと

市長が認めるための諮問に対する答申 (身体障害者福祉法

施行令第５条第１項) 

・身体障害者手帳の交付の申請があった場合において、身

体障害者福祉法第１５条第１項に規定する指定医師の意見

による障害程度等級と等級表解説により判定される等級に

差異がある場合又は等級表解説により判定がされる等級で

認定することが著しく均衡を欠く場合など、特に医学的判

定を要する場合の意見（船橋市身体障害者認定基準第１０

条） 

身体障害者手帳に係

る診断書交付医師に

関する事項 

・身体障害者手帳のための診断書を交付する医師を指定

する場合の意見 (身体障害者福祉法第１５条第２項 ) 

・身体障害者手帳のための診断書を交付する医師の指定を

取消す場合の意見(身体障害者福祉法施行令第３条第３項 ) 

指定自立支援医療機

関 (育成医療・更生医

療)に関する事項 

・自立支援医療(育成医療・更生医療 )を担当させる医療機

関(以下「指定自立支援医療機関」という。 )を市長が指定

することへの意見 (障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」とい

う。）第５９条第１項）  

・指定自立支援医療機関の障害者総合支援法第６４条の規

定に基づく変更の届出内容への意見。ただし、市長が必要

がないと認めたときは、この限りでない。 

・指定自立支援医療機関に係る指定を取り消し、又は期間

を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ

とへの意見(障害者総合支援法第６８条第１項 ) 

  


